
 

 

川 崎 市 営 住 宅 

 

 常時募集について 
 常時募集とは、定期募集において「応募がない等の理由による空家住戸」

を、部屋を指定して申込順（先着順）で入居者を募集するものです。 

  

  別紙「募集住戸一覧」をご覧ください。 

配布等場所 

川崎市住宅供給公社※ 市営住宅管理課・溝ノ口事務所 

川崎市役所 まちづくり局 市営住宅管理課 

川崎市住宅供給公社ホームページ※ https://www.kawasaki-jk.or.jp/shiei/ 

更新時期 毎週、水曜日の８時 30 分 （水曜日が祝休日の場合は翌公社営業日） 

  ※ 公社の事務所及びホームページで、住宅の室内写真・間取図等をご覧いただけます。 

  

申込窓口 

川崎市住宅供給公社 市営住宅管理課（窓口） 

 川崎市川崎区砂子１丁目２番地４ 川崎砂子ビルディング 1階 

  ８時 30 分～17 時 15 分まで（土・日・祝休日・12 月 29 日から１月３日を除く。） 

申込方法 上記の窓口において、所定の申込書に必要事項を記入して申込み 

  (注) 申込順（先着順）のため、申込受付は上記の窓口のみとなります（郵送・電話予約は不可）。 

 

募 集 住 ⼾ 

申込窓口・方法 

募集専用電話 ０４４(２４４)７５７８ 
８時 30 分～17 時 15 分まで（土・日・祝休日・12 月 29 日から１月３日を除く。） 

川崎市住宅供給公社 市営住宅管理課 

    〒210-0006 川崎市川崎区砂子１丁目２番地４ 川崎砂子ビルディング 1 階 

          ホームページ https://www.kawasaki-jk.or.jp/ 

令和４年６月８日 発⾏ 
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１ 申込みから入居までの流れ 

申込受付期間内であっても、申込みがあった住戸から順次、申込受付を終了します。 

資格審査、入居説明会、使用手続それぞれ手続き期限があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【注意】定期募集に申込予定（申込中）の方へ 

     常時募集にお申込みいただいた場合は、定期募集の申込み等が無効・取消しとなり、

常時募集の手続を優先します。 

      

申込受付 
（窓口での受付のみ） 

必要書類の案内 
（申込日） 

資格審査 
（期限：申込翌月末） 

入 居 

○ 公社が指定する日時に、公社の市営住宅管理課窓口に必要書類
をご持参ください。 

○ 資格審査の結果、入居資格が確認できない場合は失格となりま
す。また、事前の連絡がなく期限内に資格審査にお越しいただけ
ない場合も、失格となります。 

○ 事前の連絡がなく公社が指定する日時に開催される、入居説明
会にご参加いただけない場合も、失格となります。 

○ 入居説明後、部屋を下見していただきます。 

入居説明会 
（期限：申込翌々月末） 

使用手続 
（説明会後 2 か月以内）

○ 公社の市営住宅管理課窓口に、事前に来社日時を予約し、緊急
連絡人届出書（公社指定書式）等の必要書類や敷金をご持参くだ
さい。 

〇 原則として、入居説明会後 2 か月以内に使用手続きを行い、引
越していただきます。事由によっては延長が認められる場合があ
りますので期日までに必ずお申し出ください。 

○ 川崎市住宅供給公社（以下「公社」という。）の市営住宅管理課
の窓口で配布する指定の申込書によりお申込みください。 

 （郵送での申込みは受け付けておりません。） 

  【公社事務所は、最終ページの案内図をご覧ください。】 

○ 使用手続完了後、10 日以内に入居（引越し）してください。 

○ 受付窓口において、入居資格の確認に必要な書類等について、
ご案内します。 
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２ 申込みにあたって 

市営住宅に入居するにあたっての重要事項です。 

必ずご確認いただき、ご了承のうえお申込みください。 

■ 市営住宅について 

１ 住宅に困っている収入の少ない市民の皆様に、安い家賃で住めるよう、市民及び
国民の貴重な税金を使って建設し、運営している住宅です。 

２ 民間の住宅とは異なり、世帯収入の申告義務や上限基準、退去要件等のさまざま
な規定があります。 

３ 申込後、資格審査や入居説明会等があるため、すぐに入居することはできません。 

４ 犬・猫・鳥等の動物類を飼うことや預かること、餌付けすることはできません。 
  （身体障害補助犬法第２条に定める身体障害者補助犬を除きます。） 

５ 住宅使用料とは別に、共益費を支払うこととなっています。 
  共益費とは、集会所、街灯、階段灯、給水ポンプ、エレベーター等の電気料金、共

同水道の使用料金等をいいます。自治会がとりまとめているため、自治会に支払って
いただくことになります。金額、支払方法は、住宅によって異なりますので、入居後、
自治会に確認してください。 

  また、自治会を運営するためには、自治会費が必要となります。自治会費について
も、入居後、確認してください。 

６ 入居者が、草刈り、剪定、清掃等の敷地及び建物の管理を行うこととなっていま
す。 

７ 市営住宅は、多くの方が生活されています。他の使用者や周辺の住民の日常生活
を阻害する迷惑行為は川崎市営住宅条例（以下「条例」という。）で禁止されていま
す。 

８ 条例で禁止されている事項を行った場合や条例で義務付けられている事項に反し
た場合は、住宅から退去していただく場合があります。 

９ 前居住者の退去時に設備等の修理や交換・清掃を行っておりますが、すべての設
備等について新品への交換をしているとは限りません。 

  多少の汚れや使用感があっても、機能的に問題がない場合は、清掃のみや、部分的
な交換・修理にとどめている場合があります。このため、同じ住宅でも状況や仕様が
異なることがあります。 

 （部分的な交換・修理にとどめている事例） 
  傷、へこみ、風呂施設の汚れ、壁・スイッチ等の黄ばみ、建具の立てつけが悪い（重

い・開けにくい等）  
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■ 申込書について（注意事項） 

 １ 申込希望住宅は１戸です。複数の住宅を指定することはできません。 

 ２ 申込書には、収入を証明する書類等を添付する必要はありません。 

 ３ 申込書に記入した内容は、原則として提出後に変更できません。 
   申込書提出後、転居により住所が変わった場合は、必ず最寄りの郵便局に「転居

届」を提出し、住宅供給公社からの通知を受け取れるようにしてください。また、電
話番号が変わった場合は、住宅供給公社に連絡をしてください。 
 連絡がないことによって生じた損害や不利益が発生した場合でも、住宅供給公社
では、いかなる責任も負いません。 

 ４ 申込資格に関する基準日は、申込日です。 
   年齢について特に記載のない箇所は、「年齢計算ニ関スル法律」に基づき計算しま

す。 

 ５ 内縁関係者と申し込む場合、お互い戸籍上の配偶者がなく、住民票上の続柄が「妻
（未届）」又は「夫（未届）」でなければ、申込みできません。 

 ６ 世帯を不自然に分割又は合併して申し込むことはできません。※DV 被害者は除く 
   夫婦の別居、友人等での同居、他に扶養義務者のある祖父母、親、兄弟、姉妹など

を呼んで同居するなど、不自然な世帯での申込みはできません。 
   ※ ＤＶ被害者（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規

定）とは、配偶者からの暴力を受けた者のうち、次の①・②・③のいずれかにあ
てはまる方が対象です。 

   ① 婦人相談所又は婦人保護施設において保護が終了してから５年以内の方 
   ② 本人が、配偶者等に対し接近禁止命令又は退去命令の申立てを裁判所に行

い、当該命令の効力を生じた日から５年以内の方 
   ③ 婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」等

を提出できる方 

７ 申込書の記入にいつわりがあった場合は、失格となります。また、入居後にいつわ
りのあることが分かった場合には、住宅明渡しの対象となります。 

８ 申込書の提出後、入居までの間に必要な要件を欠いた場合は、失格となります。 
   死亡であっても、住宅の種類別に必要となる資格に該当しなくなった場合は、失

格となります。 

９ 結婚予定で婚約者と申し込む場合、婚姻したことを証明する戸籍謄本を使用手続
時までに提出できない場合は、失格となります。 

10 パートナーシップ宣誓予定でパートナーになる方と申し込む場合、宣誓手続中で
あることを証明するパートナーシップ宣誓書の写しを資格審査時までに提出できな
い場合は失格となり、入居後にパートナーシップ宣誓書受領証を提出できない場合
は、許可の取り消しとなります。 

11 申込者及び同居しようとする方が住宅を所有している場合は、申込みできません。 
  ただし、５ページの申込資格すべてに該当する方で、所有する住宅を売却予定とし

ている場合は申し込むことはできます。その場合、使用手続時までに売却したことを
証明する登記簿謄本等を提出していただきます。提出できない場合は、失格になりま
す。  
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■ 申込後の手続について 

 １ 申込後に資格審査※で適格となった方が入居の資格を有します。資格審査で不適
格となった場合は、失格となり入居できません。 

 ２ 室内の下見は、資格審査で適格となり入居の資格がある方が１回のみできます。 

 ３ 敷金は、住宅使用料の３か月分を使用手続時に納入していただきます。 

 ４ 収入が著しく低額である方、障害者等の世帯については、家賃の減免制度を利用
できる場合がありますので、使用手続の際にお申出ください。 

 ５ 使用手続完了後、原則として１０日以内に入居していただきます。 
   なお、使用手続までに必要な要件を欠いた場合は、失格となります。 

 ６ 緊急連絡人が１名必要となります。 

 ７ 入居後「世帯全員の住民票」を提出していただきます。 

 

 

 ※ 資格審査について 

   申込後、入居資格の審査（資格審査）を行います。 

   資格審査を行う日時、場所及び必要書類については、市営住宅使用申込書に記載の現住所（又は通

知郵送先）に郵送により通知します。 

   資格審査日には、上記の通知書に記載された書類等を申込者本人又は同居予定の家族の方が持参

してください（指定した日時にご都合がつかない場合は、公社までご連絡をお願いします）。 

   なお、資格審査の結果、入居資格がないと判明した場合や、公社が指定する資格審査の日時に無断

で欠席された場合は、失格となります。 

   参考までに、提出していただく主な書類を例示します（審査の過程で、その他の書類の提出を求め

る場合があります。）。 

  １ 必ず提出（提示）していただく書類 

   ① 住民票 

    ・ 入居する世帯全員とその続柄の記載のあるもの（発行日より３か月以内） 

    ・ 緊急連絡人のもの（発行日より３か月以内） 

   ② 収入を証明する書類 

     市県民税課税額証明書・非課税証明書等（川崎市では市税事務所・市税分室、各区役所（支所）

の市税証明発行コーナー、行政サービスコーナー、出張所の窓口で交付） 

   ③ 健康保険証の提示（生活保護受給者を除き入居する方全員のもの。写し不可） 

  ２ 入居予定者の状況によって必要となる書類 

   ① 入居する方の情報 … 入居する方の事情に応じた各種の証明書 

   ② 住宅に困っている方の情報 … 困窮理由に応じた各種の証明書  
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3 申込資格 

 申込日（以下「基準日」という。）において、次の申込資格のすべてに該当していることが必

要です。 

１ 申込者が成人であること。 

２ 各申込区分に応じた資格を有すること。 

  単身者向住宅以外の住宅を申し込む場合は、必ず親族（使用手続時までに婚姻する婚約者、

内縁関係にある者又は川崎市パートナーシップ宣誓者を含む。以下「親族」という。）が同居

すること。 

３ 申込者が川崎市内に住んでいること。 

  基準日時点において川崎市内に住民登録（住民票の写しで証明できること）をし、居住の実

態があること。 

  なお、市外居住者でも、川崎市内の同一勤務先に引き続き１年以上勤務（海外からの引揚者

は１年未満でも可）していれば、居住要件を満たしていることになります。 

  外国人の方は、中長期在留者で、基準日において在留資格を有しており、そのことが住民票

の写しで証明できることが必要になります。詳しくは、お問合せください。 

４ 次のいずれかに該当する「住宅に困っている」理由があること。 

 ① 部屋が狭い（住宅全体で、台所、トイレ等を除く居住部分が１人当たり４畳以下の場合）。 

   なお、紹介する市営住宅の居住部分が、１人当たり４畳以下になる場合もあります。 

 ② 家賃が高い（共益費等は含みません。）。 

 ③ 親族以外の他の世帯と同居し、台所又はトイレを共同使用している。 

 ④ 家主から正当な理由により立退きの要求を受けている。 

   なお、賃貸借契約期間満了による立退きの要求は、該当しません。また、過去に不正によ

り市営住宅の明渡しを求められた方は、申込みできません。 

 ⑤ 住居でない建物に住んでいる（店舗・事務所等）。 

 ⑥ 自宅から勤務先まで片道２時間以上かかる（乗換時間は 10 分として計算します。）。 

 ⑦ 現在、婚約中だが同居できる住宅がない（パートナーシップ宣誓予定を含む。）。 

 ⑧ 住宅がないため、別居中の親族と同居できない。 

 ⑨ その他、風呂場（浴室）がない等、住宅に困っていることが明らかであること。 

   なお、住宅の老朽化、自立したいため等は、理由に該当しません。 

５ 住民税・家賃の滞納がないこと。 

６ 市営住宅内で、他の居住者と円満な共同生活ができること。 

７ 申込者及び同居する親族が暴力団員※でないこと。 

  ※ 暴力団員とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第２条第６号に規

定する暴力団員をいいます。 

８ 世帯の所得金額（月収額）が、定められた基準内であること。 

 ・ 普通世帯  １５８，０００円以下 

 ・ 特認世帯  ２１４，０００円以下 （詳しくは、６ページをご覧ください。） 

■ 川崎市営住宅の申込資格の特例について 

 「福島復興再生特別措置法第 40 条に規定する居住制限者」及び「東京電力原子力事故により被災

した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推

進に関する法律に基づく支援対象避難者」の方は、申込資格が緩和される場合がありますので、お

問い合わせください。 
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４ 収入基準（月収額） 

 市営住宅の入居申込みには、世帯の「月収額」が次の基準内であることが必要です。 

  月収額とは、次のとおり年間所得（入居しようとする世帯全員の１年間の所得合計）から控除額の合

計を差し引いた金額を 12 で割った金額です。 

  

家族① 年間収入⇒年間所得   

－ 

 

÷１２＝ 

 
  

年間所得 
合計 

控除額 

合計 
月収額 家族② 年間収入⇒年間所得  

  

家族③   ※ ※  

 ・・
・

       
 

 ※ 年間所得の計算方法は７～10ページを、控除額は11ページをご覧ください（計算事例は12ページ）。 

 

 月収額の基準 

普通世帯 １５８，０００円以下 
  

特認世帯 ２１４，０００円以下 

  特認世帯とは、次のいずれかに該当する世帯です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、上記のほかにも、「戦傷病者」、「被爆者（厚生労働大臣認定）」、「引揚者（厚生労働省

社会援護局長認定）」又は「ハンセン病療養所入所者」の方がいる世帯も該当する場合があり

ますので、お問い合わせください。 

  

 

 

 
高齢者 
世帯 

心身障害者 
世帯 

次のいずれか
に該当する方
がいる世帯 

身体障害者手帳（１級～４級）の交付を受けている方 

精神障害者保健福祉手帳（１級又は２級）の交付を受けている方 

（手帳の交付を受けていなくても、１級又は２級の精神障害を事由とする障
害年金証書を提示できる方を含む。） 

最重度～中度の知的障害（川崎市の療育手帳 A1～B1）と判定された方 

（手帳の交付を受けていなくても、児童相談所又は障害者更生相談所の総合
判定で最重度から中度（川崎市の場合 A1～B1）と認定を受けた方を含む。） 

同居親族に、義務教育（中学校）終了前の子がいる世帯 

義務教育 
終了前の 
子がいる 

世帯 

 

60 歳以上（単身）の申込者 

60 歳以上の申込者 

18 歳未満の同居親族 

＋        又は 

60 歳以上の同居親族 

又は 
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５ 収入（月収額）の計算 

 申込みにあたり、次の区分に応じて現在の収入から「月収額」を計算してください。 

収入の種類 内 訳 参照ページ 

給与収入  給料、諸手当、賞与等（非課税の交通費を除く。） ８ページ 

年金収入  厚生年金、国民年金、企業年金等 ９ページ 

事業収入  事業収入等 10 ページ 

 

 

■ 計算における注意事項 

１ １人で同じ種類の収入を２か所以上から得ている場合（例：２社からの給与や２種類の年金等）

は、それらの年間収入を合算し、その金額から年間所得を計算します。 

２ １人で違う種類の収入を得ている場合（例：給与収入と年金収入等）は、収入の種類ごとに年間

所得を計算し、それらを合算して年間所得を計算します。ただし、給与収入の年間所得につきまし

ては、年金収入の年間所得により決まる場合があります。詳細は、８ページをご確認ください。 

３ 申込時に、同居する親族の中で収入のある方すべて（アルバイト等含む。）の収入が対象です。 

４ 申込前に退職し、現在無職の場合、退職までの収入は計算に入れません。 

５ 申込後に退職・転職する予定の場合、申込時の収入で計算します。 

６ 現在、休職（休業）中の方は、前年分の収入で計算します。 

７ 復職（復業）した場合は、復職（復業）した月の翌月分からの推定年間収入で計算します。 

８ 所得税法上の課税対象とはならない収入（仕送り、障害年金、遺族年金、雇用保険金、労災保険

金、休業補償、生活保護の各扶助費、その他課税されない収入）及び合計所得金額に含まれない収

入は、計算に入れません。これらの場合は、申込書の「年間（推定）総収入金額」の欄にその種類

を記入してください。 

  また、一時的な収入（株式の譲渡収入等）は、計算に入れません。 

  なお、確定申告を行う株式の配当収入は、継続的な所得のため、収入に算入しますのでご注意く

ださい。 
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5-1 給与収入の場合 会社員・パート・アルバイト・日雇い等 

１ 現在の職場に、令和３年１月１日以前から勤務している方 ※ 
   令和３年分の「給与所得の源泉徴収票」を参照してください。 
  （源泉徴収票がない場合は、「２上記以外の方」を参照してください。） 

 
                                      
                                     ※給与収入のほか

に年金収入があ
る方は３を参照
してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

２ 上記以外の方（令和３年１月２日以後勤務している方） 
   ①のいずれかで年間収入を計算し、②で年間収入から年間所得を計算してください。 

 ① 年間収入の計算 

勤務開始時期 計算式 

ア 現在の勤務先に１年以上勤務して
いる方（源泉徴収票がない方） 

 勤務開始月の翌月から１年間の年間収入（給料、賞与等の合計。
ただし、交通費を除く。） 

イ 現在の勤務先に就職し、現在まで勤
務期間が１年未満で、２か月分以上の
給料を支給された方 

  
勤務開始の翌月分～直近分までの給料 

×12＋支払済みの賞与等 
上記期間の月数 

  

ウ 現在の勤務先に就職し、まだ２か月
分以上の給料を支給されていない方 

 雇用条件により支給される給料×12＋支払済みの賞与等 

  

 

 ② 年間所得の計算 

年間収入 年間所得 

        0 円 ～   550,999 円 年間所得 ＝ 0 円 

  551,000 円 ～ 1,618,999 円 年間収入 － 550,000 円 ＝ 年間所得 

1,619,000 円 ～ 1,619,999 円 年間所得 ＝ 1,069,000 円 

1,620,000 円 ～ 1,621,999 円 年間所得 ＝ 1,070,000 円 

1,622,000 円 ～ 1,623,999 円 年間所得 ＝ 1,072,000 円 

1,624,000 円 ～ 1,627,999 円 年間所得 ＝ 1,074,000 円 

1,628,000 円 ～ 1,799,999 円 年間収入 ÷ 4,000 ＝ Ａ 

Ａは小数点 
以下切捨て 

 Ａ × 4,000 × 0.6 ＋ 100,000 円 ＝ 年間所得 

1,800,000 円 ～ 3,599,999 円  Ａ × 4,000 × 0.7 － 80,000 円  ＝ 年間所得 

3,600,000 円 ～ 6,599,999 円  Ａ × 4,000 × 0.8 － 440,000 円 ＝ 年間所得 

6,600,000 円 ～ 8,499,999 円 年間収入 × 0.9 － 1,100,000 円 ＝ 年間所得 

8,500,000 円 ～       年間収入 － 1,950,000 円 ＝ 年間所得 
  

 

３ 給与収入のほかに年金収入がある方の年間所得について 

 この場合は、「上記１の年間所得又は２で計算した給与収入の年間所得を給与」とし、「９ページの２で計算
した年金収入の年間所得を年金」として、次の計算をした額が申込書に記入する「給与収入の年間所得」とな
ります。 

 ① { 給与（10 万を超える場合は 10 万）＋ 年金（10 万を超える場合は 10 万）} － 10 万円 ＝ Ｂ※ 

 ②  給与 － Ｂ ＝ 給与収入の年間所得             ※ Ｂがマイナスの場合は０とする。 
  

  

年間収入から年間所得を算出してください。 
なお、２か所以上から給与等の支払を受けている方
は、合計してから年間所得を計算してください。 

  

年間収入 年間所得 ※ 
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    年分 公的年金等の源泉徴収票 

支払を受ける者 

住所又は 
居所 

 

(フリガナ)   

氏名   

区  分 支 払 金 額  

所得税法第203 条の3 第1号適用分 円  

所得税法第203 条の3 第2号適用分 円  

所得税法第203 条の3 第3号適用分 円  

所得税法第203 条の3 第4号適用分 円  

本人 控除対象配偶者 
の有無等 

控除対象扶養親族の数 
16 歳未満の 

扶養親族の数 

  障害者 

特別 

障害者 

その他の 

配偶者 

特別 

寡婦 

寡婦 

寡夫 
特定 老人 その他 特別  

一般 老人 

      
人 人 人 人 人（ 人）  

控除対象 
配偶者 

(フリガナ)  
区
分 

 

（摘要） 

氏名  

控除対象 
扶養親族 

(フリガナ)  
区
分 

 
氏名  

(フリガナ)  
区
分 

 
氏名  

  

 

5-2 年金収入の場合 国民・厚生・各基金（遺族・障害年金は除く。） 

１ 次のいずれかの年金受給を開始した日から「年間収入」を計算します。 

令和３年１月１日以前から受給 

令和３年分の源泉徴収票を参照 

令和３年１月２日以後受給開始 

年金証書又は最新の年金振込通知書を参照 

「源泉徴収票」 

 

  

「年金証書」の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「最新の年金振込通知書」の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 上記１で算出した年間収入から「年間所得」を計算します。 

   ２種類以上の年金を受給している方は、合計した金額により年間所得を計算してください。 

受給者の年齢 年間収入 年間所得 

65 歳以上の方 

0 円 ～ 1,100,000 円  0 円 

1,100,001 円 ～ 3,299,999 円 － 1,100,000 円 ＝ 年間所得 

3,300,000 円 ～ 4,099,999 円 × 0.75 － 275,000 円 ＝ 年間所得 

4,100,000 円 ～ 7,699,999 円 × 0.85 － 685,000 円 ＝ 年間所得 

65 歳未満の方 

0 円 ～ 600,000 円  0 円 

600,001 円 ～ 1,299,999 円 － 600,000 円 ＝ 年間所得 

1,300,000 円 ～ 4,099,999 円 × 0.75 － 275,000 円 ＝ 年間所得 

4,100,000 円 ～ 7,699,999 円 × 0.85 － 685,000 円 ＝ 年間所得 

  

 

この金額（２か月ごと）×６＝１年分 

 

この金額の合計 
「支払金額」欄 

この金額の合計 
（「年金額」欄） 

 

 

印 
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5-3 事業収入の場合 個人事業主・委託販売員・生命保険の外交員等の課税対象の収入 

 事業等の場合は、年間所得金額を次のように計算し、申込書に記入してください。 
 （年間所得は、税務署へ申告する金額と相違ないもので算出してください。） 

 年間所得の計算 

事業開始時期 年間所得 

１ 令和３年１月１日以前から継

続して同じ事業をしている方 
 令和３年分確定申告書の「所得金額」の合計欄 

２ 令和３年１月２日以後に事業

等を開始し、開始した月の翌月

から現在までに１年（12 か月）

以上経過している方 

 次の計算式により年間所得（推定額）を算出します。 

事業開始の翌月から 

12 か月の収入金額 － 
左記期間の 

必要経費 
 ＝ 年間所得 

  

３ 令和３年１月２日以後に事業

等を開始し、開始した月の翌月

から現在までに１年未満で１か

月以上経過している方 

 次の計算式により年間所得（推定額）を算出します。 

開始の翌月分から 
申込月の前月まで 

の収入金額 
－ 

左記期間 

の必要経費 
  × 12 ＝ 年間所得 

上記期間の月数 
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5-4 控除額（所得から控除する金額） 

 次の表より、該当する入居者（遠隔地扶養を含む。）の控除額を算出してください。 

控除の種類 控除の対象者 
控除額 

（１人につき） 

１ 親  族 
 申込者以外で、市営住宅に入居する方（ただし、出産予定の子は含
みません。） 

３８万円 

２ 遠 隔 地 
※１ 扶養親族 

 市営住宅には入居せず、現在も同居してない扶養親族 ３８万円 

３ 特定扶養 
※１ 親  族 

 申込日現在、配偶者を除く満 16 歳以上 23 歳未満の扶養親族 ２５万円 

４ 老人配偶者 
※１ 老人扶養親族 

 70 歳以上の控除対象配偶者又は扶養親族 
（遠隔地扶養されている 70 歳以上の方も対象になります。） 

１０万円 

５ 寡  婦 
※１ 

 次の①又は②のいずれかに該当し、かつ、年間所得５００万円以下
の方 
① 次のア・イのいずれかに該当し、扶養親族（子以外）のいる方 
 ア 夫と死別又は離婚した後、婚姻（事実婚も含む。）をしていない

方 
 イ 夫の生死が明らかでない方 
② 次のア・イのいずれかに該当し、扶養親族のいない方 
 ア 夫と死別した後、婚姻（事実婚も含む。）をしていない方 
 イ 夫の生死が明らかでない方 

２７万円 

年間所得が 27万円
未満の場合は、年
間所得が控除額と
なります。 

６ ひとり親 
※１ 

 婚姻をしていない又は配偶者の生死が不明な方のうち、事実上婚姻
関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない方で、年間所
得５００万円以下であり、生計を一にする子（年間所得 48 万円以下で
他の所得者の扶養親族になっていない子）がいる方 

３５万円 

年間所得が 35万円
未満の場合は、年
間所得が控除額と
なります。 

７ 特  別 
※２ 障 害 者 

 次の①～④のいずれかに該当する方（手帳等で証明できることが必
要です。） 
① 身体障害（１級・２級） 
② 精神障害（１級） 
③ 知的障害（最重度・重度[川崎市判定Ａ１～Ａ２]） 
④ ７①②③と同程度の障害年金受給者、戦傷病者（特別項症から第

３項症）、原子爆弾被爆者（厚生労働大臣認定）、常に就床を要し複
雑な介護を要する方又は 65 歳以上で７①②③と同程度であると社
会福祉事務所長の認定を受け証明書を提出できる方 

４０万円 

８ 障 害 者 
※２ 

 次の①～④のいずれかに該当する方（手帳等で証明できることが必
要です。） 
① 身体障害（３級以下） 
② 精神障害（２級以下） 
③ 知的障害（中度以下[川崎市判定Ｂ１以下]） 
④ ８①②③と同程度の障害年金受給者、戦傷病者（第４項症以下）

又は 65 歳以上で８①②③と同程度であると社会福祉事務所長の認
定を受け証明書を提出できる方 

２７万円 

９ 基礎控除 

 次の①～③のいずれかに該当する方 
① 給与所得がある方 
② 年金所得がある方 
③ 給与所得と年金所得の両方がある方（合計額） 

１０万円 

１人につき９①～
③の年間所得が 10
万円未満の場合
は、年間所得が控
除額となります。 

※１ この控除は、所得税法上の認定を受けていることが必要です（令和３年分源泉徴収票、令和３年分確定
申告書の控え、最新の市県民税課税額証明書等で確認できること。）。 

※２ １人につき控除の種類が２つ以上該当する場合も、あわせて控除することができます。ただし、「７特
別障害者」と「８障害者」を重複することはできません。 
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計算事例 

 給与収入のみの場合（世帯の月収額） 

 
夫 

（会社員） 
妻 

（パート） 
子 

（学生） 
子 

（学生） 
計 

事  例 

現在の勤務先に 
令和３年 1月 1日以前 

から勤務 

年間収入(源泉徴収票) 
2,345,600 円 

２月採用 

２月分給料 80,000 円 
３月分給料 90,000 円 
４月分給料 70,000 円 

20 歳の扶養親族 
身体障害者３級 

14 歳の扶養親族 ― 

年間収入 2,345,600 円 
960,000 円 

※1 
0 円 0 円 ― 

年間所得 
1,560,800 円 

※2 
410,000 円 

※3 
  1,970,800 円 

控 除 額 (基礎)100,000 円 
(親族)380,000 円 
(基礎)100,000 円 

(親族)380,000 円 
(特定)250,000 円 
(障害)270,000 円 

(親族)380,000 円 1,860,000 円 

世帯の 
月収額 

年間所得 
－ 

控除額 
÷ 12 ＝ 9,233 円 

1,970,800 円 1,860,000 円 
 

 ※1 （90,000＋70,000）÷２か月×12＝960,000（採用月の翌月から算出するため、２月分給料は計算に含めない。） 
 ※2 2,345,600÷4,000＝586.4 （小数点以下切捨て）⇒586  586×4,000×0.7－80,000＝1,560,800 
  ※3 960,000－550,000＝410,000  

 

 年金収入のみの場合（世帯の月収額） 

 夫 妻 計 

事  例 
68 歳・厚生年金 受給中 

年間収入 2,500,000 円 

72 歳の扶養親族・国民年金 受給中 

２か月ごと 120,000 円受給 
― 

年間収入 2,500,000 円 
720,000 円 

※1 
― 

年間所得 
1,400,000 円 

※2 
 

0 円 
1,400,000 円 

控 除 額 (基礎)100,000 円 
(親族) 380,000 円 
(老人) 100,000 円 

 
580,000 円 

 

世帯の 
月収額 

年間所得 
－ 

控除額 
÷ 12 ＝ 68,333 円 

1,400,000 円 580,000 円 
 

 ※1 120,000×６か月＝720,000 
 ※2 2,500,000－1,100,000＝1,400,000   

 

 事業収入の場合（年間所得） 

事  例 
 令和３年１月２日以後に現在の事業を開始した方で、現在まで１年未満の方 
 （令和３年９月から事業を開始し、令和４年４月申込み時点の場合） 

 

年間所得 

 

令和３年 10 月分の収入金額 

～  
令和４年３月分の収入金額 

－ 
６か月分の 
必要経費 

  × 12 ＝ 年間所得 
６か月 
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【 メ モ 】 
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6 申込区分一覧 
 

 一般世帯向住戸  主に 3DK 

 申込みに必要な資格等 
  ５ページの申込資格を満たし、使用手続時に同居することができる親族と２人以上での

申込みであること（単身（１人）で入居する方は、お申込みできません。）。 

 

 

 単身者向住戸  主に 2DK 

 申込みに必要な資格等 
 ① ５ページの申込資格を満たし、戸籍上配偶者のいない単身者であること（ＤＶ被害者

を除く。） 

 ② 次の表のいずれかに該当すること 

区 分 内 訳 

１ 60 歳以上 （申込日を基準日として年齢を計算します。） 

２ 心身障害者  次の①から③のいずれかに該当し、お一人で日常生活が送れる方

（生活の支援を受ける方も含む。） 

① 身体障害者手帳（１級から４級）の交付を受けている方 

② 精神障害者保健福祉手帳（１級から３級）の交付を受けている方 

  （手帳の交付を受けていなくても、１級から３級の精神障害者を

事由とする障害年金証書の写しを提出できる方を含む。） 

③ 療育手帳（川崎市判定Ａ１からＢ２）の交付を受けている方 

  （手帳の交付を受けていなくても、児童相談所・障害者更正相談

所の総合判断において認定を受けた方を含む。） 

３ 生活保護受給者等  生活保護法第６条第１項に規定する被保護者又は中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律第 14 条第１項に規定する支援給付を受

けている方 

４ ＤＶ被害者  配偶者等からのＤＶ被害者で、次の①・②のいずれかに該当する方

（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第１条

第２項に規定する被害者） 

① 婦人相談所又は婦人保護施設において保護が終了してから５年

以内の方 

② 本人が配偶者等に対し接近禁止命令又は退去命令の申立てを裁

判所へ行い、当該命令の効力を生じた日から５年以内の方 

５ 戦傷病者  戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第１号表ノ２に規定する特

別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表ノ３に規定する第１

款症の障害のある方 

６ 被爆者  厚生労働大臣の「被爆者認定」（原子爆弾被爆者に対する援護に関す

る法律第 11 条第１項に規定）を受けている方 

７ 引揚者  海外からの引揚者で、日本に引き揚げた日から起算して５年を経過

していなく、厚生労働省社会援護局長の発行した「永住帰国者証明書」

が提示できる方 

８ ハンセン病  ハンセン病療養所入所者等の方（ハンセン病療養所入所者等に対す

る補償金の支給等に関する法律第２条に規定） 

 ③ 資格審査時に「自立に関する申立書（指定書式）」を提出できること（単身で入居して

いただくため、身体上又は精神上の著しい障害のために常時介護を必要とする方で、在

宅介護を受けるのが困難な方は、申込みできません。）。  
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 小家族・単身者向住戸  主に 3DK 

 申込みに必要な資格等 
 ① ５ページの申込資格を満たし、使用手続時に同居することができる親族と２人以上で

の申込みか、戸籍上配偶者のいない単身者であること。 

 ② 単身で申込みする方は、14 ページの②の表のいずれかに該当すること。 

 ③ 資格審査時に「自立に関する申立書（指定書式）」を提出できること（単身で入居して

いただくため、身体上又は精神上の著しい障害のために常時介護を必要とする方で、在

宅介護を受けるのが困難な方は、申込みできません。）。 

 

 

 多家族世帯向住戸  4DK 

 申込みに必要な資格等 
  ５ページの申込資格を満たし、使用手続時に同居することができる親族と５人以上での

申込みであること。 

 

 

 

 

 

 ※ その他、各申込区分の「特別空家」を募集する場合があります。 

特別空家とは、入居者が当該住戸内で死亡して発見等された住戸ですが、入居のための補修等

は終了しており、通常の住宅と変わりません。  
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7 市営住宅の住宅使用料（家賃）について 

１ 住宅使用料（家賃）のしくみ 

  市営住宅の使用料（家賃）は、次のように国と市が補助を行っています。 

入居者の支払う 

使用料 
＝ 

近傍同種の住宅の家賃 

市営住宅の建設費の償還や 

維持管理に必要な使用料 

－ 
国と市が補助する額 

収入申告の必要あり 

 

  また、市営住宅使用料（家賃）は、次のように決定されます。 

  使用料は年度ごとに決定するため、入居後は、毎年、収入を申告していただきます。 

  なお、入居当初の使用料は、申込み時の月収額をもとに決定します。 

入居者の支払う 

使用料 
＝ 

基礎使用料 

国が決定する基礎的な 

使用料 

× 

応益係数 

住宅から受ける便益を 

考慮した係数 

 

 

 

 

区分 月収額の範囲 基礎使用料  応益係数とは 

１ 0 円 ～ 104,000 円 34,400 円 ① 国が定めた市の立地係数 
  1.1 

② 住宅の広さ 
  入居する部屋の面積÷65 ㎡ 

③ 築年数 
 （1－築年数×0.001） 

④ 駅から直線距離・浴室の有無等 
  1.03～0.7 で設定 

 この４つの係数を掛け合わせて
算出します。 

２ 104,001 円 ～ 123,000 円 39,700 円 

３ 123,001 円 ～ 139,000 円 45,400 円 

４ 139,001 円 ～ 158,000 円 51,200 円 

５ 158,001 円 ～ 186,000 円 58,500 円 

６ 186,001 円 ～ 214,000 円 67,500 円 

７ 214,001 円 ～ 259,000 円 79,000 円 

８ 259,001 円 ～  91,100 円 

   月収額の区分と基礎使用料・応益係数については、物価や所得水準の変動等に応じて定期的

に改正する予定になっています。 

    使用料の算定例  月収額 110,000 円の世帯で、入居する住宅の応益係数が 0.5 の場合 

             基礎使用料 39,700 円×応益係数 0.5＝19,800 円（百円未満切捨て） 

２ 収入申告 

  住宅使用料（家賃）は、毎年の収入に応じて決定するため、市営住宅入居者は収入についての申告を

毎年７月頃にしていただくことになります。申告を行わないと、国や市から補助が受けられなくなり、

「近傍同種の住宅の家賃」となりますので、必ず申告をしてください。 
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３ 入居収入基準を超えた使用者の使用料（収入超過者・高額所得者の使用料） 

  市営住宅に３年以上居住し、世帯の認定収入が入居収入基準を超えた方は、収入超過者として認定

され、収入に応じた加算額が加えられます（最終的に「近傍同種の住宅の家賃」となります。）。 

  また、市営住宅に５年以上居住し、最近２年間連続して世帯の認定収入が高額所得者収入基準を超

えた方は、高額所得者として認定されます。高額所得者に認定されると、住宅使用料の補助が打ち切ら

れるため、「近傍同種の住宅の家賃」となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   収入の基準（収入超過者基準）は、 

   ・ 普通世帯 158,001 円以上 

   ・ 特認世帯 214,001 円以上 

      になります。（特認世帯については、６ページをご覧ください。） 

４ 収入超過者（高額所得者）の義務 

  収入超過者には、市営住宅の明渡しの努力義務が課せられます。 

  また、高額所得者は、市が６か月以上の期限を定め、市営住宅の明渡請求の対象になります。明渡期

限を過ぎても明け渡さない場合は、市営住宅の使用許可は取り消され、明渡訴訟の対象となり、さらに

損害賠償金として、毎月、「近傍同種の住宅の家賃」の２倍の金額を請求されることとなります。 

５ 使用料の減免制度 

  市営住宅の使用料は、収入に基づき決定されますが、次のような場合には使用料の減免制度が利用

できることがありますのでご相談ください。 

 ① 収入（非課税所得も含む。）が著しく低額であり、使用料の支払いが困難な場合 

 ② 入居者又は生計を共にする方に、現に手帳や証明書の交付を受けている身体障害者、戦傷病者、知

的障害者、原子爆弾被爆者、精神障害者又は公害病被認定者がいる場合（認定されている等級により

適用されない場合もあります。） 

 

加算割合 1/5 1/4 1/2 1/1

４年目

２年目

１年目

高額所得者
収入未申告者

７区分 ８区分

１年目

月収区分 １区分 ２区分 ３区分 ４区分 ５区分 ６区分

近傍同種の
住宅の家賃 ５年目 ２年目 １年目３年目

　収入超過者となってからの年度

４年目
１年目２年目

３年目



 

案 内 図 
 

 

川崎市住宅供給公社 市営住宅管理課 
 

         ＪＲ「川崎駅」（北口）下車、徒歩約５分 

         京浜急行線「京急川崎駅」下車、徒歩約２分 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市営住宅募集についての問合せ先 

川崎市住宅供給公社 市営住宅管理課 

☎ ０４４（２４４）７５７８ 

受付時間 ８時 30 分～17 時 15 分 

 

  ※ 電話相談は、土・日・祝休日・12 月 29 日～１月３日は受け付けておりません。 

  ※ 駐車場はありませんので、ご来社の際には、公共交通機関をご利用ください。 

 


